パブリックコメント（意見公募）用

四万十市企画広報課　宛
 
　□　第３期四万十市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関する意見書
　
	 氏  名（法人等の場合は、その名称及び代表者の氏名）  ※必ず記入してください

	 住  所（法人等の場合は、その所在地）                  ※必ず記入してください

	
 電話番号                     －            －

	　　
	 年　齢　　　　　　　　歳

	 意見提出者の区分　　　□市内に住所を有する方 
　　　　　　　　　   　□市内に事務所または事業所を有する個人、法人等
                   　  □市内に通勤、通学する方



　意見記載欄（枠に入りきらない場合には、別紙を作成してください）
	該当頁
	項　 目
	意 見 及 び 理 由 等

	
	
	



裏面
●提出期限　　令和８年３月13日（金）　
●意見を提出できる方
　（１）市内に住所を有する方
　（２）市内に事務所または事業所を有する個人・法人等
　（３）市内に通勤・通学する方
●提出方法　　次のいずれかの方法でお願いします。
　・持参　　　　　　四万十市企画広報課または西土佐総合支所地域企画課
　・郵送　　　　　　四万十市企画広報課（令和８年３月13日必着）
　　　　　　　　　　〒787-8501　四万十市中村大橋通4丁目10番地
　・ファクシミリ　　0880-35-0007 
　・電子メール　　　mirai@city.shimanto.lg.jp
●ご意見の取り扱いについて
　・ご意見に対する個別の回答と電話・口頭による意見の受付は行っておりません。
　・住所、氏名・名称の記入がないご意見や電話や口頭での意見の受付は行いません。また、ご意見をいただいた個人や関係者への直接回答も行いません。
　・ご意見は、担当課、各支所等での閲覧のうえ、市の意見を付して市ホームページのほか、指定の閲覧場所で公表するとともに、今後の計画策定の参考とします。
　・なお、公表内容はご意見のみとし、氏名などを公表することはありません。
　　（個人情報は「四万十市個人情報保護条例」の規定に従い適正に取り扱います。）
　・ただし、匿名の意見、誹謗中傷などを内容とする意見、字句の訂正に関する意見等は、公表の対象としません。


